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市
内
に
在
住
し
、
市
内
お
よ
び

市
外
の
私
立
幼
稚
園
（
学
校
教
育

法
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
幼
稚

園
）
に
満
３
歳
児
お
よ
び
３
〜
５

歳
児
を
通
園
さ
せ
て
い
る
平
成
18

年
度
の
市
民
税
が
左
表
の
区
分
に

該
当
す
る
世
帯
で
す
。（
市
民
税

額
は
世
帯
の
合
計
額
が
審
査
の
対

象
で
す
。）

　

今
年
度
は
、
第
１
子
の
扱
い
が

変
更
と
な
り
ま
し
た
。「
従
来
条

件（
左
表
）」と「
新
条
件（
下
表
）」

の
両
方
に
該
当
す
る
園
児
を
通
園

さ
せ
て
い
る
場
合
は
、
２
つ
の
条

件
を
比
較
し
、
選
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
す
。（
同
じ
世
帯
で
条
件
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。）

　

申
請
書
は
、
通
園
し
て
い
る
幼

稚
園
か
ら
保
護
者
に
配
布
し
ま
す

の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

各
幼
稚
園
の
提
出
期
限
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
な
お
、
市
民
税
（
所
得
税
の
確

定
申
告
）
の
申
告
が
ま
だ
済
ん
で

い
な
い
世
帯
は
審
査
が
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
の
で
、
お
早
め
に
申
告
を

済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

市では、満３歳児および３～５歳児を幼稚園に通園させていて、保育料などの経済
的負担が大きい家庭を対象に、幼児教育推進のため、世帯の市民税額に応じて保育
料の減免措置を行います。

幼稚園就園奨励費の手続きを

区分（従来条件）

補助限度額（年額）

１人就園の場合
および同一世帯
から２人以上就
園している場合
の園児
（第１子）

同一世帯から２
人以上就園して
いる場合の園児
（第２子）

同一世帯から３
人以上就園して
いる場合の左以
外の園児
（第３子以降）

生活保護を受けている世帯
140,500円 185,000円 257,000円

市民税が非課税となる世帯

市民税の所得割が非課税と
なる世帯 106,500円 161,000円 250,000円

市民税の所得割課税額が
18,600円以下の世帯 80,900円 143,000円 243,000円

市民税の所得割課税額が
135,000円以下の世帯 56,900円 126,000円 238,000円

区分（新条件）

補助限度額（年額）

小学校１年生の
兄・姉がいる園
児
（第２子）

小学校１年生の
兄・姉がいて２
人以上就園して
いる園児
（第３子以降）

生活保護を受けている世帯
156,000円 170,000円

市民税が非課税となる世帯

市民税の所得割が非課税と
なる世帯 125,000円 143,000円

市民税の所得割課税額が
18,600円以下の世帯 102,000円 122,000円

市民税の所得割課税額が
135,000円以下の世帯 80,000円 103,000円

★学校教育課学校教育係☎㉕１１４９
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新
本
庄
市
の
誕
生
に
あ
た
り
、

旧
市
町
の
保
険
税
率
が
、
下
表
の

よ
う
に
違
い
が
あ
っ
た
た
め
、
合

併
協
議
会
の
調
整
方
針
に
基
づ
き

改
正
を
行
い
ま
し
た
。

納
付
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

　

７
月
上
旬
ご
ろ
に
、「
納
税
通

知
書
」（
納
期
は
７
月
か
ら
翌
年

２
月
ま
で
の
８
期
）
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
納
付
に
つ
き
ま
し
て
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
納
付
で
お
困
り
の
人
は
、

納
付
方
法
な
ど
に
つ
い
て
の
相
談

を
随
時
行
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

【
給
付
に
つ
い
て
】

★
保
険
課
☎
㉕
１
１
１
６

【
賦
課
に
つ
い
て
】

★
課
税
課
☎
㉕
１
１
２
２

【
納
付
に
つ
い
て
】

★
収
納
課
☎
㉕
１
１
２
０

◆平成18年度の国民健康保険の税率◆
区　分 旧本庄市 旧児玉町 改正後

均 等 割
医療分 12,000円 13,000円 13,000円

介護分 5,400円 5,600円 6,000円

平 等 割
医療分 15,000円 16,000円 16,000円

介護分 ― ― ―

所 得 割
医療分 8.0％ 6.0％ 7.8％

介護分 1.1％ 1.2％ 1.2％

資 産 割
医療分 40.0％ 45.0％ 40.0％

介護分 ― ― ―

賦課限度額
医療分 520,000円 530,000円 530,000円

介護分 70,000円 80,000円 80,000円

国民健康保険の税率が改正に
平成18年度から

　

自
身
の
子
育
て
体
験
を
い
か
し
、

地
域
ぐ
る
み
の
子
育
て
支
援
活
動

を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

こ
の
講
座
で
は
、
援
助
会
員
と

し
て
の
具
体
的
な
実
践
活
動
の
基

礎
を
学
び
ま
す
。

　

講
座
を
受
講
し
た
人
は
、「
フ
ァ

ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
」

の
援
助
会
員
と
し
て
登
録
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

日 

時　

６
月
19
日
㈪
〜
21
日
㈬
午

前
９
時
30
分
〜
正
午

会
場　

市
民
プ
ラ
ザ 

定
員　

30
人
（
先
着
順
）

申 

込　

６
月
８
日
㈭
か
ら
電
話
ま

た
は
直
接
左
記
へ

★
本
庄
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
㉔
２
７
５
５

「
本
庄
市
フ
ァ
ミ
リ
ー･

　
　
　
　

サ
ポ
ー
ト･

セ
ン
タ
ー
事
業

援
助
会
員
養
成
講
座
」
を
開
催

　介護保険で施設サービスや短
期入所（ショートステイ）を利
用し、世帯非課税に該当する人
（本人が非課税でも同一世帯に
課税者がいると非該当）は、負
担限度額認定を受けると部屋代
や食費の負担が軽減されます。
　この軽減を受けるためには申
請が必要となります。該当する
人は忘れずに手続きを行ってく
ださい。
　現在軽減を受けている人も６
月30日で資格が切れますので、
継続の手続きを行わないと、軽
減が受けられなくなります。お
気をつけください。
受 付　７月３日㈪～ 21日㈮
　　　土日・祝日を除く
　　　午前８時30分～午後５時15分
＊お問い合わせは下記へ
★介護いきがい課
　☎㉕１７１９
★総合支所健康福祉課
　☎72１３３１（内線３１２）

負担限度額認定申請
をお忘れなく

　早稲田大学との連携により、財団法人日本自動車研究所か
ら市に無償譲渡された電気自動車が、市役所本庁と児玉総合
支所に１台ずつ配置されました。
　この車は、２つの庁舎やそのほかの市内施設への連絡など
に使用されます。

バッテリーの充電中


